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No. 問合せ内容 回答

1 補助金申請から補助金交付までの

流れを教えてください。

交付申請の後、採択された申請に交付決定通知書を発送します。

交付決定通知書受領後に充電設備の発注および支払、設置工事の開

始が可能となります。

工事および補助対象経費の支払いを完了させ、期限までに実績報告

書を提出してください。審査を経て補助金額を確定し、指定の口座

へ振込みます。

2 申請期間(交付申請の締切)はいつ

までですか。

また交付申請書および実績の報告

期限はいつまでですか。猶予され

る場合はありますか。

申請期間（交付申請の締切）は、令和 6 年 11 月 29 日（金）までで

す。

申請総額が予算額を超過すると認められる場合、期限前でも締め切

る場合があります。

設置が完了してお金の支払いなどすべて完了し、令和 7 年 1 月 15 日

（水）までに実績報告（完了の報告）ができなかった場合は、申込

が受理され交付決定されていても、補助金のお支払いができません

ので、ご注意ください。

3 予算が無くなった時点で交付申請

の受付は終了になりますか。

申請の額の累計が予算額を超えると予想される場合、受付期間を短

縮し、交付申請の締切（上記 2 参照）前に終了する場合がありま

す。

4 補助金の予算の執行状況は、開示

されますか。

定期的な開示はされません。

申請の額の累計が予算額を超えると予想される場合、申請期間中で

あっても受付を終了する場合があります。この場合は協会の WEBペ

ージでお知らせします。

5 過年度にこの補助金をもらってい

ますが、申請できますか。

可能です。

6 充電設備を設置する場所の土地や

建物の所有者でなくても申請でき

ますか。

借地・借家の場合も申請は可能です。 ただし、交付申請までに土

地・建物の利用に関する許諾および充電設備の保有義務期間（5 

年）以上において充電設備を設置することの許諾を土地・建物の

所有者から得た上で申請をしてください。なお、交付申請時に許

諾を証する書類の提出が必要です。リース申請の場合は、申請者

ではなく使用者（リース契約者）が、所有者から許諾を得ている

ことが必要となります。

7 複数の施設に充電設備を設置した

いのですが、補助対象となります

か。

可能です。

ただし、同一の敷地（同じ地番、隣接する別地番の土地）に設置す

る場合は「一つの工事」となり、工事費の上限額が適用されま

す。時期がずれていても、また別申請であっても同一の年度内の

工事は一つの工事となります。同一申請者が別の敷地に設置する

場合や過年度に設置した設備に増設する場合は補助対象となりま

す。

Q１ 事業概要・補助内容・交付申請期間・申請方法
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No.
問合せ内容 回答

8 申請書類等の必要書類の入手方法

はどのようなものがありますか。
申請に係る様式類は全て協会の WEB ページからダウンロードしてく

ださい。一般財団法人 鹿児島県環境技術協会の地球温暖化防止活動

推進センターの WEB ページからダウンロードしていただけます。

Google 等で「鹿児島 KCCCA」と検索してください。そこにある補助

金申請のバナーをクリックしてください。

次の画面で、「補助金申請の手引き」や「申請書類」、「補助金交

付要綱」などがダウンロードできます。

（インターネットが使えない場合）

今回の補助金は事業者やマンション・アパートの管理者などが対象

で、離島への V2H の設置を除き一般の個人は対象外です。対象者の

方で、インターネットが使えない場合、資料を郵送させていただき

ますのでご住所と会社名等、ご担当者様のお名前をお聞かせくださ

い。

9 補助金交付の対象者はだれですか 今回の補助金は事業者（法人）や法によって設立が認められた団体

等の法人が充電設備等を設置することを目的としており、個人は補

助対象外です。ただし、集合住宅等のオーナーの方や管理組合の代

表の方や離島にＶ２H を設置する場合は、個人での申込が可能で

す。

今回は、国や独立行政法人、県市町村、国などが 50％を超える出資

や費用負担している団体等は補助の対象としていません。

市町村によって認可されている「地縁団体（ちえんだんたい）」

が、市町村が設置した公民館等で避難所となる施設を運営されてい

る場合、そこに設置される充電設備については V2H に限り補助の対

象となります。

県外の企業でも、鹿児島県内の事務所があれば、そこへの設置につ

いは補助対象です。

10 充電料金をいただく設備でも補助

金は出ますか

駐車場料金を課金することは可能ですが、その店舗で何か商品を購

入することを条件にすることはできません。
経路充電、目的地充電については有料の者のみ補助対象としていま

す。
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No. 問合せ内容 回答

11 補助金額はいくらですか

（本体と付帯設備）

急速・普通充電等については

補助金額は、

＜国の補助金を併用する場合＞

一般社団法人次世代自動車振興センターが定めるクリーンエネルギ

ー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助

金（充電設備）の「令和 5 年度補正・令和 6 年度(第１期、第 2 期)

補助対象充電設備型式一覧表」に示された補助金交付上限額に示さ

れた金額（補助率 1／2）の 1／2 と、申請者が購入した費用に 1／4

を乗じた額のいずれか低い額（1000 円未満切り捨て）

給油所に対する国の補助金併用時については補助対象外です。

＜国の補助金を併用しないで県の補助金のみを利用する場合＞

補助金交付上限額に示された金額（補助率 1／2）と申請者が購入し

た費用に 1／2 を乗じた金額のいずれか低い方の金額（1000 円未満

切り捨て）です。

＜急速充電・普通充電設備の補助対象型式及び交付上限額＞

次世代自動車振興センターWEB ページ（http://www.cev-pc.or.jp）

の

「充電設備補助金」の

【充電設備】「ｂ申請前に確認すること」の中にある

「補助対象充電設備一覧」をクリックしていただき

表示される「令和 5 年度補正・令和 6 年度(第１期、第 2 期)補助対

象充電設備型式一覧表」を参照してください。

V2H については

同センターが定めるクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた

充電・充てんインフラ等導入促進補助金（充電設備）業務実施細則

別表 1「銘柄ごとの補助金交付額」に定める補助金交付上限額に 1/2

を乗じた額と、申請者が購入した費用に 1/2 を乗じた金額のいずれ

か低い方の金額（1000 円未満切り捨て）です。

国の補助金を併用する場合に県からの補助金をご利用いただけま

す。県の補助金のみの申請はできません。

ただし、離島の個人に限っては、県のみの申請が出来ます。別表

1「銘柄ごとの補助金交付額」に定める補助金交付上限額に 1／2 を

乗じた額と、申請者が購入した費用に 1／2を乗じた金額のいずれか

低い方の金額（1000 円未満切り捨て）です。

＜Ｖ２Ｈの補助対象型式及び交付上限額＞

次世代自動車振興センターWEB ページ（http://www.cev-pc.or.jp）

の

「V2H 充電設備・外部給電器補助金」の

【V2H 充放電設備】の中にある「補助対象 V2H 充放電設備一覧等」

をクリックしていただくと表示される「（別表１）銘柄ごとの補助

金交付額」を参照してください。
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No. 問合せ内容 回答

１２ 補助金額はいくらですか

（工事費）

国補助金併用の場合

国から工事費に対する補助金が出ますので、県からの補助金はあり

ません。

急速・普通充電等については

次世代自動車振興センターWEB ページ（http://www.cev-pc.or.jp）

の

「充電設備補助金」の

【充電設備】「ｂ申請前に確認すること」の中にある

「事業毎の設置工事に係る補助金交付上限額」をクリックしていた

だき表示される「別表１-2(第１期及び第 2期）事業ごとの設置工事

に係る補助金交付上限額」を参照してください。

（1）この表に示される「工事項目ごとの補助上限額」と、「工事

内容の申告から申告額（税抜）を協会が審査し工事項目ごとに算定

した額」のいずれか低い方を項目ごとに算定し、それを合算した額

に補助率 1／4 を乗じた額

（2）この表に示される事業および設置条件により定める補助金交

付上限額に補助率 1／4 を乗じた額

（1）（2）のいずれか低い方の額以内を交付額とします。

Ｖ２Ｈについては

工事費について、県からの補助金はありません。

県の補助金のみに申請される場合

＜急速充電・普通充電設備の補助対象工種区分と区分毎の交付上限

額＞

上記のセンターが示す国の補助金額をもちいて、別表１－２「事業

ごとの設置工事に係る補助金交付上限額」を参照してください。

（1）この表に示される「工事項目ごとの補助上限額」と、「工事

内容の申告から申告額（税抜）を協会が審査し工事項目ごとに算定

した額」のいずれか低い方を項目ごとに算定し、それを合算した額

に補助率 1／2 を乗じた額

（2）この表に示される事業および設置条件により定める補助金交

付上限額に補助率 1／2 を乗じた額

（1）（2）のいずれか低い方の額以内を交付額とします。

＜Ｖ２Ｈ＞

工事費については県からの補助金はありません。ただし、離島の個

人に限っては、工事費 1/2 以内（上限額 7．5 万円）を交付額としま

す。
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No. 問合せ内容 回答

13 国や自治体の補助金と一緒にもら

うことができますか

原則として県の補助金は、国が一般社団法人次世代自動車振興セン

ターを窓口として実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進

に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」や県内の自治体

等の補助金と一緒に受けることが可能です。

一般社団法人次世代自動車振興センター以外の国の補助金や県内自

治体等の補助金については、それぞれの交付団体に、県の補助金と

併給が可能かどうかご確認ください。

国や自治体等の補助金が、県の補助金と併給が可能な場合は、その

申請手続きと一緒に県の申請手続きをしてください。原則としてこ

ちらの交付決定が出てから、発注・着工を行っていただきます。国

などの補助金の関係で県の交付決定前に着手する必要がある場合

は、県には「事前着手承認申請書」を提出していただき、承認を受

けてください。

詳しくは「補助金申請の手引き」をご覧ください。

鹿児島県が実施する他の補助金と一緒に受けることは、原則として

できません。

14 同じ設置場所に複数の充電設備を

設置する際、補助金はどのように

算出されるのですか。

充電設備等設置工事費と付帯設備設置工事費は、充電設備の基数分

について申告と上限に基づき審査・算定します。

案内板とその他設置に係る費用は一つの申請ごとに申告と上限に基

づき審査・算定します。

15 補助対象となる充電設備にどのよ

うなものがありますか。

協会のホームページから補助金申請の手引きをダウンロードして確

認することができます。

16 どの充電設備でも補助金は交付さ

れるのですか。

協会が承認した充電設備が補助の対象となります。協会では一般社

団法人次世代自動車振興センターセンターの認定機器を準用してい

ますので同センターのホームページでご確認ください。

17 寄贈された充電設備を設置するの

ですが、工事だけの申請はできま

すか。

この補助制度は、新たに充電設備を購入する方に対して補助金を交

付する制度ですので、寄贈を受けた充電設備等を設置する場合は、

申請できません。

18 充電設備の補助率の違いはありま

すか。

設置する事業により異なります。詳しくは手引きに記載されている

それぞれの事業の説明と提出書類を確認してください。
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No. 問合せ内容 回答

19 充電設備は購入せずにリースして

設置するのですが、その場合でも

補助金の申請はできますか。

充電設備をリースする場合も申請は可能です。リース契約が含まれ

る場合は、リース会社が申請者となり、補助金はリース会社へ支払

われます。リース会社は月々のリース料金に交付される補助金相当

分の値下がりを反映しなければなりません。

20 V2H 充電設備は対象外なのです

か？

V2H 充放電設備についても国のクリーンエネルギー自動車の普及促

進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金にて申請が可能

で、国への申請を行う場合は、県のこの補助制度でも申請が可能で

す。

21 充電設備を設置する場所の土地の

所有者でなくても申請できます

か。

借地の場合も申請は可能です。ただし、交付申請までに土地の利用

に関する許諾および充電設備の保有義務期間(5 年)以上において設

置することの許諾を土地所有者から得た上で申請をしてください。

なお、交付申請時に許諾を証する書類の提出が必要です。リース申

請の場合は、使用者、(リース契約者)が許諾を得ていることが必要

となります。

22 地方公共団体が申請することは可

能ですか。

今回は事業者等が対象となり、国及び地方自治体等は申請できませ

ん。

23 記入した内容に自信がありませ

ん。審査が通るかどうか、事前審

査をお願いできますか。

本補助制度では、事前審査制度はありません。申請手続きを代行

してもらうことも可能です。その場合は手続き代行料金を補助金

額に含めることはできません。

申請にあたりご不明な点は「補助金申請の手引き」をご確認頂く

か、協会の補助金申請受付窓口にお問い合わせください。

・補助金申請受付窓口 電話：０９９－２０２－０１２８

(平日 9：00-12：00、13：00-17：00)

24 公共用充電設備とは何のことです

か。

下記の①～③の要件をすべて満たす充電設備のことになります。

①充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所

にあること。

②充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購

入を条件としていないこと。ただし、駐車料金等センターが特に認

める料金の徴収は可とする。

③充電場所を示す案内板を当該施設の入口に設置すること。

「商業施設及び宿泊施設への充電設備設置事業(目的地充電)」の

申請は、公共用充電設備であることが申請要件になります。
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No. 問合せ内容 回答

25 店舗の駐車場に設置します。お客

様でなくても利用できるようにし

ますが、営業時間外は駐車場の利

用ができません。この場合は要件

としての公共性から外れますか。

申請要件である公共用充電設備の利用時間に関する制限はありませ

ん。営業時間外は駐車場が閉鎖になることにより利用できなくなる

場合でも、営業時間中に要件を満たしているのであれば、公共用充

電設備と判断します。

26 宿泊施設の駐車場に設置します。

以下の場合は公共性を満たすこと

になりますか。

①宿泊施設である時間帯を宿泊者

優先とした場合

②完全に予約制とした場合

③会員はいつでも利用可能だか、

非会員はスタッフが勤務している

時間に限るとした場合

申請要件の公共用充電設備であるという前提で以下のように判断し

ます。

①宿泊者等に充電設備の利用がない場合に、誰でも充電設備を利で

きるのであれば、公共用充電設備と判断します。

②完全に予約制とした場合でも、誰でも予約可能であれば、公共用

充電設備と判断します。

③充電設備の利用時間に関する制限はありませんので、誰でも利用

できる時間が営業時間などに限定される場合でも、公共用充電設備

と判断します。

27 個人宅に充電設備を設置しますが

申請できますか。
離島の V2H の設置に限っては、個人の申請が可能です。その他は申

請できません。

28 時間貸し駐車場は申請できます

か。

「商業施設及び宿泊施設への充電設備設置事業」においては施設に

属している、または施設と提携している時間貸し駐車場であれば申

請可能です。その場合、提携していることを証する書類の提出が必

要です。

29 利益等排除はどのような場合に行

う必要があるのですか。

申請者(リースの場合は使用者(リース契約者))が自社または資本関

係にある会社から充電設備を購入する場合や、工事の施工をする場

合に必要になります。交付申請時に「利益等排除申告」、実績報告

時に「利益等排除申立」の提出が必要です。

30 自分の会社で工事をします。利益

等排除の対象となるのですか。

利益等排除の対象となります。交付申請時に「利益等排除申告」、

実績報告時に「利益等排除申立」の提出が必要です。

ただし、申請者が自社で工事を行う場合は申請不可となります。

31 充電設備はいつから使っても良い

のですか。

交付決定後に設置工事を開始し、設置工事完了後に、検収が完了し

ましたら、速やかに充電設備は稼働させてください。

32 他の補助金と重複して補助金を申

請してもよいですか。

県が実施する他の補助金と重複しない限りにおいて可能です。
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Q２ 記入方法・日付

No. 問合せ内容 回答

1 設置工事開始日の定義を教えてく

ださい

充電設備の搬入や充電設備等設置の基礎工事などの準備や充電設備

等設置工事の一部または全部の施工を開始した日のことをいいま

す。

2 設置工事完了日の定義を教えてく

ださい。

補助対象経費にかかる充電設備を稼働させる設置工事が全て完了し

た日のことをいいます。

3 支払完了日の定義を教えてくださ

い。

充電設備と設置工事にかかる補助対象経費の支払いが全て完了した

日のことをいいます。

4 押印は必要ですか 申請等に必要な書式では原則として押印は不要です。

5 履歴事項全部証明書に変更があり

ましたが、交付申請時には登記が

まだ完了していません。どうすれ

ばよいですか。

株主総会等において登記事項に変更があった場合は、変更前の履歴

事項全部証明書等および変更事項を証する書類(総会資料、議事録

等)を提出してください。その後、登記が完了しましたら、速やかに

履歴事項全部証明書等を提出してください。

6 工事申告の記入方法について教え

てください。

エクセルシートに記載されている記入ガイドにそって入力してくだ

さい。工事施工会社が複数いる場合は、各工事施工会社の「見積

書」を集約し、入力してください。

7 見積書が消費税込の金額になって

います。申請書に記入する額はど

うすれば良いですか。

申請書はすべて税抜の額を記入してください。消費税は補助対象経

費とみなしません。見積書等も消費税は別途記載とするようにして

ください。
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Q３ 交付申請・採択について

No. 問合せ内容 回答

1 交付申請とは何ですか。 本事業の補助金交付の採択および交付決定を受けるための申請をい

います。

2 交付申請できるのは誰ですか。 充電設備を購入(所有)し、充電設備を設置する土地等の使用権限有

する方が申請者となります。新たに購入し設置する充電設備の所有

者となる申請者が設置計画について申告する必要があるため、代理

人による申請はできません。採択に当たり、申請者本人に内容を確

認する場合があります。書類作成等を依頼して実施することは可能

です。

3 交付申請の締切はいつまでです

か。

令和 6 年 11 月 29 日(金)までです。

消印有効です。

申請総額が予算額を超過した場合、上記より前でも締め切ることが

あります。

4 交付申請を作成中ですが、すべて

の書類がそろわなくても送付して

いいですか。

表示された項目へのデータ入力および必要書類が完了していないと

申請をすることができません。

5 交付申請ではどのように提出する

のですか。

詳しくは協会のホームページで「申請の手引き」をご覧ください。

（ダウンロードが可能です）

6 交付申請をするときに、何に気を

付ければいいですか。

借地の場合の対応、工事の日程、予算の担保、工事の見積書の精度

などを考慮し提出ください。詳しくは協会ホームページで「申請の

手引き」をご覧ください。（ダウンロードが可能です）

7 手続代行者に依頼ができると思い

ますが、誰でもなれるのですか。

審査内容の確認等を行いますので、工事施工内容を把握しているか

たであることが必要です。

8 手続代行者を依頼すれば全てやっ

てもらえるのですか。

申請者は、交付申請および実績報告にかかる業務等の一部を手続代

行者に依頼できますが、協会から発行される交付決定通知書等の書

類は、補助金制度の適切な観点から、申請者宛に郵便で送付しま

す。

また、手続代行者による不正等が発生した場合は交付決定が取消さ

れ、既に補助金が交付されているときは、申請者へ補助金の返還を

求めますのでご留意ください。
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No. 問合せ内容 回答

9 いつ採択されるのですか。 申請書が受理されてから概ね 1 ヶ月程度を目安としています。ただ

し、国の補助金を同時に申請されている場合は、その採択の可否が

確定してからの交付決定となります。

10 いつまでに申請書を送れば、採択

日に間に合うのですか。

協会に到着した分を先着順で受付しています。なお、交付申請に関

して書類等の不備・不足がある場合は、不備・不足の内容が整うま

で、受付は保留されます。受付は予算に達した時点で締め切りとな

りますので、保留している間に締め切りとなる可能性があるのでご

注意ください。

締め切りとなる日に同時に複数の申請が届いた場合は、抽選により

受付順を決めて、予算に達した申請分までを受け付けます。

11 早く申請した方が採択されやすい

のですか。

そのようなことはありません。要件を満たしており補助対象として

適切であると認められるものは、予算のある限り先着順で採択して

いきます。

12 採択、不採択はどうやって知るこ

とができますか。

採択された方には「補助金交付決定通知書」が発行されます。

13 採択結果による補助金の予算の執

行状況は、開示されますか。

開示されませんが予定している予算額の上限に達した場合は、協会

の WEB 上でお知らせします。
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Q４ 交付決定・計画変更について

No. 問合せ内容 回答

1 交付決定通知が届くまで、どのく

らいの期間がかかりますか。
交付申請が提出され受理されてから概ね 1 ヶ月程度を目安に「交付

決定通知書」を発行し、申請者へ郵送します。ただし、国の補助申

請を同時に行っておられる場合は、その採択結果についてのお知ら

せをこちらにいただいてから概ね 1 週間程度で「交付決定通知書」

を発行し、申請者へ郵送します。

2 補助金交付決定通知が届けば、工

事を開始しても良いですか。

施工開始してください。「補助金交付決定通知書」の受領後に充電

設備の発注および工事の施工を開始してください。

3 工事を開始したら、配線予定の土

地に別の建物の基礎があり、配線

ルートを変更しなくてはいけなく

なりました。 協会への連絡は必要

ですか。

原則として、「補助金交付決定通知書」で承認された工事を遂行し

ていただく必要があります。ただし、変更が生じた場合は速やかに

協会へお知らせください。こちらではその内容・理由に基づき変更

内容の重要性を審査し、結果を申請者に通知しますので、その指示

に従ってください。実績の報告前までに提出する必要があり、提出

されない場合は交付決定を取消すことがありますので留意してくだ

さい。

なお、協会の指示があるまで、計画変更に係る設置工事は中断する

必要があります。

4 工事が遅れていて交付申請時の工

事完了予定日より遅れそうなので

すが、何か手続きが必要ですか。

手続きの必要はありません。ただし、実績報告の最終提出期限であ

る令和 7 年 1 月 15 日(水)を超えることができませんので注意してく

ださい。この日までに工事完了・支払いを終了して、実績報告書の

提出ができない場合は、補助金が交付されませんので十分にご注意

ください。
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Q５ 実績報告・補助金交付について

No. 問合せ内容 回答

1 実績報告をするにはどうすれば良

いのですか。

補助金の交付を受けるためには、期限内に協会へ実績の報告を行う

必要があります。必要な書類を整えて、期限までに協会に送付して

ください。

提出の最終期限は令和 7 年 1 月 15 日(水)になります。

2 実績の報告期限に間に合いそうに

ないのですが、どうすれば良いで

すか。

実績報告期限である令和 7 年 1 月 15 日(水)を超えることはできませ

ん。もし間に合わない場合は、補助金の交付ができなくなりますの

で、申請の取下げをしていただく必要があります。

3 実績報告書を提出してから補助金

が振り込まれるまで、どれくらい

の期間がかかりますか。

実績報告書を受理した後に、書類審査及び必要に応じて現地審査を

行って、概ね 1 ヶ月を目途に補助金額確定通知書を発行します。そ

の後速やかに届け出のあった口座へ補助金を振込みます。

4 充電設備の取得価格が 50 万円未

満でも、取得財産等管理台帳・取

得財産等明細表に記載するのです

か。

記載が必要です。

充電設備については取得価格に関わらず全てが記載対象としてくだ

さい。付帯設備等については、取得価格が 50 万円以上の付帯設備

等が記載対象となります。補助金の交付を受けた方は、取得財産等

について「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」を書面にて管

理・保管しなければなりません。

5 課金機が付属している充電設備の

場合、取得財産等管理台帳・取得

財産等明細表に記載するのです

か。

充電設備本体に課金器等が付属する場合は、付属する機器も取得財

産として記載する必要があります。

6 利益等排除をして交付決定を受け

ました。実績報告時に提出する書

類はありますか。

「利益等排除申立」の関係書類の提出が必要となります。また、該

当する利益等排除の算出方法による根拠資料は実績報告時に使用し

た根拠資料を提出してください。交付申請時と同一の場合も再度提

出する必要がありますので注意してください。
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Q６ 必要書類

No. 問合せ内容 回答

1 借地に充電設備を設置します。土

地の利用に関する許諾を証する書

類というのは土地の賃貸借契約書

を提出すればいいですか。

手続き時に求めているのは、土地の利用に関する許諾および充電設

備の保有義務期間(5 年)以上において設置することの許諾になりま

す。

その旨の記載がある場合や、覚書等がある場合は土地の賃貸借契約

書の提出で構いません。記載がない場合は、書式は問いませんの

で、別途提出してください。

2 交付申請時に提出する見積書は概

算見積書でもいいですか。

概算見積書では交付申請はできません。正式な見積書を基に「充電

設備等設置工事申告」を入力し、提出する必要があります。

3 急速充電設備を設置するので、特

別措置にて電力契約します。交付

申請時に電力会社からの請求書が

発行されていないですが申請でき

ますか。

原則、申込書と請求書の提出が必要となります。電力会社が請求書

を発行できない場合は、電力会社と協議の結果「宛先、発行者(電

力会社名)、設置場所名称、工事負担金額」等が記載されている概

算見積書でも可とします。ただし、請求書は取得次第速やかに提出

してください。なお、交付申請するには、申込は完了している必要

があります。

また、実績報告時に必要な書類(領収書等)については申請の手引き

をご覧ください。

4 要部写真として写真が求められて

いますが、これから建設するの

で、設置予定場所には何もありま

せん。何を写せばよいのですか。

これから建設する場合でも工事完了後の写真と比べる必要がありま

すので、設置予定場所を撮影し、赤枠にて明示してください。要部

写真は工事項目ごとに異なり、工事着工前や工事中に撮影する必要

のある写真もありますのでご注意ください。詳細は「申請の手引

き」にて確認してください。

5 充電設備の発注書に工事費も含ま

れていますが問題ありませんか。

充電設備を工事施工会社から購入する場合で、設置工事の見積書に

充電設備の見積が含まれる場合は、問題ありません。設備と工事の

内訳書を添付してください。
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No. 問合せ内容 回答

6 支払証憑について教えてくださ

い。複数の場所に充電設備を設置

しました。申請は一つの工事ごと

に行いましたが、支払いは全ての

申請分を一度に工事施工会社に支

払いました。どのように実績報告

に添付すればいいですか。

内訳書を添付してください。その場合は、対象となる証憑（領収書

など）ごとに内訳書を作成していただき、それぞれがつながってい

るかわかるように整理していて、紐付けされていることが必要で

す。

<領収書が一括の場合>

請求書が工事ごとであれば、領収書に設置場所ごとの領収額が

記載された内訳書を添付してください。

<請求書及び領収書とも一括の場合>

それぞれ内訳書が必要になります。工事施工会社の請求書に内

訳として設置場所ごとの請求額を記載してください。さらに該

当の設置場所に関しては部材や労務費等が記載された内訳書が

必要となります。

領収書には、設置場所ごとの領収額が記載された内訳書を添付

してください。

(注)実績報告時に支払証憑が提出できない場合は、補助金の交付が

できません。補助申請をするにあたり、補助事業の経理と補助事業

以外の経理を明確に区別してください。収支に関する証拠書類(見

積書、契約書、発注書、請求書、領収書等の帳票類)も明確に区別

することが必要です。

7 インターネットバンキングのた

め、通帳がないのですが、補助金

の振込先口座を証する書類は何を

提出すればいいですか。

下記内容が確認できる画面のプリントアウト等を提出してくださ

い。

・口座名義人の氏名／名称のフリガナ

・金融機関名 ・支店名 ・預金種目 ・口座番号

実績報告に記載された、申請者名義であることが確認できる必要が

あります。口座の種類により異なりますので「申請の手引き」を確

認の上、提出してください。

8 分譲のマンションに設置します

が、交付申請時に提出が必要な

「住民総会」での決議を証する書

類は何を提出すればいいですか。

充電設備を設置することを住民が許諾し、予算の確保がされている

ことを証する書類になります。「住民総会」で決議されたことが協

会で確認できる書類(住民総会の議事録)を提出してください。

なお、交付申請時点にまだ決議がされていない場合は、理事会での

決議がされていることを証する書類を提出するとともに、「住民総

会」の開催時期と、決議される見通しをお知らせください。
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Q７ 申請後の変更・計画変更

No. 問合せ内容 回答

1 申請後に法人名を変更しました。

どのように対処すればよいです

か。

「変更届出」と変更後の本人確認書(履歴事項全部証明書等)および

「役員名簿」を提出してください。ただし、交付申請後に申請者自

体を変更することはできません。

2 申請後に法人の代表者及び履歴事

項全部証明書に記載の役員が変更

なりました。何か手続は必要です

か。

交付決定前であれば「実施状況等報告」、交付決定後であれば「変

更届出」の提出が必要です。変更が登記された本人確認書(履歴事

項全部証明書等)および「役員名簿」を提出してください。

マンション等の管理組合の理事長等が変更になった場合も同様で

す。「実施状況等報告」または「変更届出」にそれぞれの本人確認

書類を提出してください。その際には変更になったことが確認でき

る書類(総会資料、役員変更のご案内等)の書類が必要になります。

3 実績の報告を行うのですが申請時

から申請者の住所を変更する場合

はどうすればよいですか。

申請者の住所が変更になる場合は、実績の報告前に「変更届出」の

提出が必要です。変更前と変更後の住所が確認できる書類(履歴事

項全部証明書、住民票、免許証の表と裏書等)を提出してくださ

い。

4 充電設備の設置工事を取りやめる

ことになりました、申請を取り下

げることはできますか。

可能です。

取り下げの手続きが必要です。

補助金申請の手引きに従って手続きを行ってください。

5 新しい機種が承認されたので違う

充電設備を設置したいのですが、

申請した充電設備を変更すること

はできますか。

申請後に充電設備を変更することはできません。

変更する場合は、申請を取り下げて交付申請受付期間内に再度交付

申請をする必要があります。(ただし、取下手続が完了するまで新

たな申請は受理することができませんのでご留意ください。)

補助対象充電設備一覧表に記載されている出力が同じ充電設備であ

れば、交付決定後に変更可能です。上記以外の変更をしたい場合

や、交付決定前に充電設備を変更したい場合は、充電設備を変更す

ることはできません。変更する場合は、申請を取り下げて交付申請

受付期間内に再度交付申請をする必要があります。ただし、取下手

続が完了するまで新たな申請は受理することができませんのでご留

意ください。

6 充電設備を購入する予定で申請し

ましたが、リースにて設置しよう

と思います。変更することはでき

ますか。

申請後にリースの有無を変更することはできません。

変更する場合は、申請を取り下げて再度交付申請をする必要があり

ます。(ただし、取下が完了し、交付申請受付期間内であれば可。

再度交付申請を行う場合で受付が終了している場合は申請できませ

ん。)
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7 工事施工会社を変更したいのです

が、どうすれば良いですか。

申請後に工事施工会社を変更することはできません。

変更する場合は、申請を取り下げて再度交付申請をする必要があり

ます。(ただし、取下が完了し、交付申請受付期間内であれば可。

再度交付申請を行う場合で受付が終了している場合は申請できませ

ん。)

8 手続代行者を変更することはでき

ますか。

交付申請後に手続代行者を変更することはできません。

変更する場合は、申請を取り下げて再度交付申請をする必要があり

ます。(ただし、取下が完了し、交付申請受付期間内であれば可。

再度交付申請を行う場合で受付が終了している場合は申請できませ

ん。)
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Q８ 財産管理・財産処分

No. 問合せ内容 回答

1 処分制限期間が 5 年となっていま

すが、5 年を過ぎたら処分はどう

すればよいですか。

設置完了日から 5 年を過ぎた充電設備等の処分については、補助事

業者の意向で決めてください。

2 保有義務期間とは何ですか。 補助金の交付を受けた方が、設置した充電設備を保有管理し、効率

的運用を図らなければならない期間の事です。保有義務期間は設置

完了日から 5 年となります。

3 保有義務期間の 5 年の間に、保有

が困難になった場合は、何か罰則

があるのですか。

原則として、補助金の返納が必要となります。

保有が困難にあった場合、またはやむを得ず処分を行う場合は、必

ず協会（令和 7 年 3 月 18 日以降は鹿児島県）へ事前の届出が必要と

なります。承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は、補助

金の全額返納を求める場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

4 充電設備メーカーからメーカーの

責任で不具合が発生し交換したい

と言われました。

財産処分の手続きが必要となります。

「財産処分承認申請書」を提出してください。 本人の責めに帰さ

ないやむを得ない事由での充電設備等の交換にあたるため、これを

受け、返納を求めない旨の承認書を発行します。なお、「取得財産

等管理台帳・取得財産等明細表」を修正し再度送付する等、処分後

に完了報告をする必要があります。

詳しくはお問い合わせください。

5 新築のマンションが竣工したので

建設会社からマンション管理組合

に充電設備の所有権を変更しま

す。

どのような手続きが必要ですか。

補助金の交付後(振込後)に手続きを行う必要があります。

所有者の変更を行う前に「財産処分承認申請書」を提出して指示を

受けてください。

詳しくはお問い合わせください。

6 補助金の交付を受けた充電設備を

「充電インフラ会社」等に貸付け

し課金の運用を任せたいのです

が、可能ですか。

補助金の交付を受けた方が充電設備の所有権を留保し、補助金の目

的の達成を図るために行われる利用権の許諾であれば可能です。

その場合は補助金の交付後(振込後)に、「取得財産等届出書」と賃

貸借契約書等を添付して提出する必要があります。処分内容により

提出書類が異なりますので、指示を受けてください。

7 経理処理で圧縮記帳は可能です

か。

法人は国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規

定(法人税法第 42 条)の適用をうけることが可能です。

なお、手続きについてご不明な点があるときは、所轄の税務署また

は税理士にご相談ください。


